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新年を迎え、謹んで新春の御挨拶を申し上げます。
能登半島地震の発生から２年、そして、復興中の奥

能登を襲った豪雨から約１年３月が経ちました。先月
も、青森県において最大震度６強を記録する大規模地
震が発生したところです。被災された方々におかれま
しては、心よりお見舞い申し上げるとともに、震災や
豪雨によって亡くなられた方々の御冥福を改めてお祈
りいたします。国土交通大臣就任後、直ちに能登半島
の被災地へ視察に行ってまいりました。能登半島地震、
東日本大震災をはじめとする被災地の賑わいと笑顔を
一日も早く取り戻し、被災された方々の生活やなりわ
いの再建が叶うよう、国土交通省を挙げて、復旧・復
興を、急いでまいります。
本年も、引き続き、「国民の安全・安心の確保」、「力

強い経済成長の実現」、「個性をいかした地域づくりと
持続可能で活力ある国づくり」を重点的に取り組む三
本の柱として全力で取り組んでまいる所存です。
まず、「国民の安全・安心の確保」についてです。昨

年１月に発生した埼玉県八潮市での道路陥没事故を踏
まえた対策など、防災・減災、国土強靱化を強力に推
進してまいります。加えて、輸送の安全は、運輸事業
者にとって最も基本的であり、かつ、最も重要な使命
であるという考えの下、事業者などにおける安全管理
体制の強化を含む交通の安全確保に取り組むとともに、
多様化・複雑化する海上保安業務に適切に対応してま
いります。
次に「力強い経済成長の実現」についてです。高市

内閣で、成長戦略の戦略分野に位置づけられている我
が国造船業の再生や港湾ロジスティクスの強化に向け
て、率先して取り組んでまいります。その他、高規格
道路、整備新幹線などの整備、空港の機能強化、物流・
建設業などの担い手の確保などにも取り組んでまいり
ます。

最後に、「個性をいかした地域づくりと持続可能で活
力ある国づくり」についてです。「交通空白」の解消、
二地域居住等の促進、持続可能な観光の推進などに取
り組み、地方への人の流れを拡大し、地方での賑わい
づくりや雇用の拡大を促すとともに、日常生活や経済
活動、多様な暮らし・働き方を実現するインフラや交
通体系の整備を着実に進めてまいります。
国土交通行政は、国民の命と暮らしを守り、我が国

の経済や地域の生活・なりわいに直結しています。私
はこれまでも「地域の繁栄なくして、国の繁栄なし」
という考えのもと、徹底した現場主義で地域の「生の声」
と「本音の声」を聞いてまいりました。こうした現場
の声によく耳を傾け、国民のみなさまのニーズにしっ
かり応えるとともに、災害や事故などの有事の際は機
敏に対応することを含め、本年も全力で任務に取り組
んでまいります。

① 国民の安全・安心の確保

（能登半島における自然災害からの復旧・復興）
港湾については、被災地の復旧やなりわいの再建に

資する災害廃棄物や建設資材等の輸送を優先しながら、
被災施設の本復旧を進めております。引き続き港湾利
用を確保しつつ、段階的な復旧工事に取り組み、令和
７年度末には被災前の取扱貨物量の回復を目指すとと
もに、令和８年度末までに主要係留施設全ての本復旧
完了を目指してまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
これまで、「５か年加速化対策」として、おおむね15

兆円程度の事業規模で、国土強靱化の取組を行ってま
いりました。
これにより、全国各地で着実に効果は積み上がって

いますが、その一方で、自然災害が激甚化・頻発化し
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ており、また、老朽化したインフラの整備や保全が喫
緊の課題となっています。
このような声も踏まえ、令和５年に、議員立法によ

り「国土強靱化実施中期計画」が法定化され、改正国
土強靱化基本法に基づく「第１次国土強靱化実施中期
計画」が昨年６月に閣議決定されました。
本計画において、事業規模については、「５か年加速

化対策」を上回る水準として、「今後５年間でおおむね
20兆円強程度を目途とし、今後の資材価格・人件費高
騰等の影響については予算編成過程で適切に反映する」
こととされたところです。

（災害対応体制の強化）
国土交通省では、東日本大震災や西日本豪雨など全

国各地で発生した災害に対し、これまで延べ17万人以
上のTEC-FORCEを派遣してまいりました。
地方公共団体への災害発生後の支援については、

TEC-FORCEの機能強化に加え、港湾、空港等について、
災害対応や適切な管理等に対する国の直接支援を強化
してまいります。
具体的には、港湾においては、非常災害等が発生し

た場合に、港湾法に基づき港湾管理者からの要請を受
け、港湾施設の一部を国が管理する制度を活用した支
援を行ってまいります。

（港湾の保全及び円滑な利用の確保）
令和６年能登半島地震においては、能登半島地域の

受援側の港湾とその周辺の支援側の港湾が連携し、支
援物資等の海上輸送が実施されました。この教訓を踏
まえ、緊急物資等の輸送拠点としての港湾機能の確保
を図るための措置を含む「港湾法等の一部を改正する
法律」が昨年４月に成立しました。これを受けた施策
の推進を含め、災害時の海上支援ネットワーク形成の
ための港湾の防災拠点機能の強化を推進してまいりま
す。
官民の様々な主体が立地する港湾において、気候変

動への適応を効果的に実施するため、関係者が協働し
て気候変動への適応水準や時期に係る共通の目標等を
定めるとともに、ハード・ソフト両面の対策を進める「協
働防護」については、昨年４月の港湾法改正で制度化
した枠組みを活用し、予算・税制・技術面の支援も含
めて取組を進めてまいります。

②力強い経済成長の実現

（造船業の再生）
四面を海に囲まれ、貿易量の99.5％を海上輸送に依

存する我が国において、造船業は経済安全保障の確保
に寄与するとともに、我が国の経済や国民の生活を支
える重要な産業です。高市政権が立ち上げた日本成長
戦略本部の下、「造船」が「危機管理投資」・「成長投資」
の戦略分野の一つとして位置付けられております。ま
た、昨年10月末のトランプ大統領来日時に、ラトニッ
ク商務長官との間で日米造船協力に関する覚書が締結
される等、日米関係においても造船の重要性が高まっ
ています。
こうした状況を踏まえ、我が国の造船能力を抜本的

に向上するための設備投資・研究開発等を支援するた
めの基金を設置し、今後10年で総計3,500億円規模の支
援の実施を目指すこととしています。また、昨年末には、
この基金をはじめとする総合的な施策の絵姿を示した
「造船業再生ロードマップ」を策定しました。本年から、
このロードマップの実行に力を尽くしてまいります。
また、日本商船隊や国内船主の国際競争力の強化を

通じて、国民生活や経済に不可欠な国際海上輸送の安
定的な確保に取り組んでまいります。

（港湾ロジスティクスの強化）
昨年11月４日に設置された日本成長戦略本部におい

て、「危機管理投資」・「成長投資」による強い経済の実
現に向けた戦略分野の一つとして、「港湾ロジスティク
ス」が挙げられました。我が国の国際競争力を向上させ、
経済安全保障の強化を図るため、港湾のサイバーセキュ
リティ対策やサイバーポートによる港湾関連手続の電子
化、さらには「ヒトを支援するAIターミナル」等の取
組により、「港湾ロジスティクス」の強化を図ってまい
ります。

（基幹的な交通体系の整備）
港湾分野においては、我が国のサプライチェーン強

靱化に資する国際基幹航路の維持・拡大を図るため、
国際コンテナ戦略港湾政策を推進してまいります。具
体的には、
・�国内のみならず、アジアからの国際トランシップ
貨物を含めた「集貨」

・�流通加工・再混載等の複合機能を有する物流施設
の立地支援等の「創貨」
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・�大水深コンテナターミナルの整備、遠隔操作クレー
ンの導入支援等の「競争力強化」
の３本柱の取組を、港湾管理者、港湾運営会社など

の関係者と一丸となって強力に取り組んでまいります。
また、国際バルク戦略港湾を拠点としたバルク貨物

輸送の効率化に取り組んでまいります。
加えて、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾

の整備に取り組むとともに、モーダルシフトの受け皿
となる内航フェリー・RORO船ターミナルの機能強化、
農林水産省と共同で産地と港湾が連携した農林水産物・
食品の輸出促進を図ってまいります。

（原油価格・物価高騰等への対応）
燃料油価格の高騰により、交通・物流業界を取り巻

く経営環境は厳しい状況にあります。このため、政府と
して、令和４年１月から燃料油価格の激変緩和事業を
実施するとともに、国土交通省においても、タクシーの
燃料であるLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事
業に準じた支援を行っております。
また、昨年11月に閣議決定した「「強い経済」を実現

する総合経済対策」において、ガソリン・軽油の暫定
税率廃止に伴う燃料油価格激変緩和対策補助金の終了
により影響を受ける方々への支援については、「重点支
援地方交付金」やその他各業種向けの施策を活用して
行うこととしております。この「重点支援地方交付金」
については、昨年成立した令和７年度補正予算に盛り
込まれており、国土交通省としても同交付金の推奨事
業として挙げられた交通・物流に対する支援を地方公
共団体に働きかけてまいります。

（�持続可能な産業の実現、各分野の担い手の確保、生産
性の向上）
2026年は、2030年度までの「集中改革期間」におけ

る物流革新の実現に向けた重要な１年であり、物流の
未来を切り拓く飛躍の年となるよう、政府一丸となっ
て、全力で取り組んでまいります。
海事分野においては、海事産業強化法に基づく計画

認定・支援制度に加え、令和８年度から３年間の延長
が閣議決定された船舶の特別償却制度等の税制優遇措
置や共有建造制度を通じて、海運事業者及び造船・舶
用事業者の競争力強化を図ってまいります。
建設業は、国民生活や社会経済を支え、災害時には

応急復旧の最前線で対応を行う「地域の守り手」とし
て重要な役割を担っています。建設業が将来にわたっ

て持続可能であるためには、現場を担う技能者の賃金
が、優れた技能や厳しい労働環境にふさわしい水準に
引き上げられることが重要です。
このため、昨年12月に全面施行を迎えた改正建設業

法に基づき、中央建設業審議会から勧告された「労務
費に関する基準」も踏まえ、技能者の処遇改善に向け、
請負契約における適正な労務費の確保と、適正な賃金
支払い推進に向けた施策を進めてまいります。
港湾運送分野の労働者不足対策として、「港湾労働者

不足対策等アクションプラン2025」に基づき、港湾運
送の魅力の発信、取引適正化のためのガイドライン策
定等を通じた取引環境改善、荷役作業の安全性・生産
性向上や労働環境の改善等の取組を推進してまいりま
す。

（グリーン・トランスフォーメーション）
環境施策を巡る様々な社会経済情勢の変化を踏まえ、

昨年改定した「国土交通省環境行動計画」に基づき、様々
な関係者と連携し、脱炭素・サーキュラーエコノミー・
自然共生の取組を推進してまいります。
我が国のエネルギー安全保障等の観点から、再生可

能エネルギーの導入拡大は重要です。国土交通省では、
国産エネルギーであるペロブスカイト太陽電池の多様
なインフラ空間での活用などを地域の理解や環境への
配慮を前提として推進してまいります。
「生物多様性の損失を止め、反転させる」ネイチャー
ポジティブに資する取組も大変重要です。１月中に公
表予定である「グリーンインフラ推進戦略2030」に基
づき、グリーンインフラを自然の多様な機能を活用し
た社会資本と定義し、グリーンインフラの更なる実装
に向けた基盤づくりや社会課題解決に向けた地域実装
を推進することで、2030年までに「グリーンインフラ
の活用が当たり前の社会」の実現を目指します。
2050年のカーボンニュートラルと経済成長の両立を

実現するため、排出量取引制度が令和８年度から本格
導入されます。国土交通省としても運輸部門をはじめ
とする対象企業の業種特性や脱炭素への道筋等を考慮
するなど適切に対応してまいります。
海事分野においては、令和５年７月に国際海事機関

（IMO）において「2050年頃までにGHG排出ゼロ」等
の国際海運の新たなGHG削減目標に合意しました。こ
の目標の達成に向けてゼロエミッション船等の導入を
促す国際的な枠組みについて、各国との交渉に取り組
んでまいります。また、内外航のゼロエミッション船
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等の開発や国内生産体制の整備に加え、導入支援を進
めてまいります。加えて、浮体式洋上風力発電施設の
基準の整備や設置・維持管理に必要な洋上風力関係船
舶の適切な確保に向けて取り組んでまいります。
港湾分野においては、我が国の港湾や産業の競争力

強化と脱炭素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に
配慮した港湾機能の高度化や水素・アンモニア等の受
入環境の整備等を図るカーボンニュートラルポート
（CNP）の形成を推進してまいります。
また、洋上風力発電について、再エネ海域利用法に

基づく案件形成、基地港湾の計画的な整備や運用の効
率化、排他的経済水域における展開を可能とする制度
整備、浮体式の最適な海上施工方法の確立に向けた検
討等により、導入を促進してまいります。
加えて、藻場（もば）・干潟及び生物共生型港湾構造

物など、「ブルーインフラ」の保全・再生・創出を通じ
たブルーカーボンの活用に取り組んでまいります。
このほか、サーキュラーエコノミーへの移行を促進

するため、港湾を核とした広域的な物流システムによ
る、資源循環ネットワークの形成を図ってまいります。

（デジタル・トランスフォーメーション）
社会全体のデジタル化の推進に向け、国土交通分野

におけるDXの推進が必要です。行政手続のデジタル化
や、官民連携によるイノベーション創出も視野に入れ
た行政情報等のデータ化・活用を進めます。併せて、
所管事業者を含むサイバーセキュリティの確保にも取
り組んでまいります。
インフラ分野においては、2040年までに建設現場を

少なくとも３割の省人化、すなわち生産性を1.5倍向上
することを目指し、建設現場のオートメーション化に
取り組む「i-Construction 2.0」を推進しています。昨
年は、建設機械の自動施工・遠隔施工について、直轄
工事や災害復旧現場、海外における実演で活用しまし
た。加えて、昨年４月から、特にICT施工の普及が進
んできた土工、及び、河川浚渫工については、全ての
段階でICT機器を活用することを直轄工事において原
則化しました。また、昨年末に人工知能基本計画が定
められたことを踏まえ、インフラ分野においてもAI利
活用をより一層促進し、引き続き「インフラ分野のデ
ジタル・トランスフォーメーション（インフラDX）」
による、生産性向上やサービスの高度化を進めてまい
ります。

港湾分野においては、国際競争力の更なる向上のた
め、「ヒトを支援するAIターミナル」の取組として、荷
役機械の高度化等の支援や技術開発を推進してまいり
ます。
また、港湾の電子化を実現する情報プラットフォー

ムである「サイバーポート」については、「物流手続（民
間事業者間の港湾物流手続）」、「行政手続」、「調査統計」、
「インフラ（港湾施設等情報）」の機能改善及び利用促
進を進めてまいります。
海事分野においては、造船業・舶用工業の国際競争

力の強化及び生産性の向上を図るため、船舶設計・建
造技術の高度化のための研究開発・実証やAIを活用し
た次世代型造船ロボットの研究開発等、造船能力の抜
本的向上に必要な支援を推進してまいります。自動運
航船については、2030年頃までの本格的な商用運航の
実現を目指し、実証運航を着実に進めるとともに、国
際ルール策定作業を主導してまいります。

③ �個性をいかした地域づくりと持続可能で活力ある国

づくり

昨年、我が国へのクルーズ船の寄港回数は、前年比
で約２割増加しており、コロナ後のクルーズの回復が
着実に進んでいます。また、寄港するクルーズ船の大
型化が進む一方で、小型のクルーズ船が全国のあらゆ
る地域へ寄港するなど、船型や寄港地が多様化してま
いりました。この流れをさらに加速させ、「2030年訪日
外国人旅客数6,000万人・消費額15兆円」や「日本人ク
ルーズ人口100万人」の目標達成に向け、各地域の皆様
と連携し、多様なクルーズ船の受入環境整備や寄港促
進に向けた取組、地域経済効果を最大化させるための
取組、地方誘客促進に向けた取組、クルーズ旅客の裾
野拡大等の取組を推進し、全国津々浦々に賑わいを創
出してまいります。

さいごに

本年も国土交通省の組織が持つ「現場力」・「総合力」
を最大限活かし、国民の皆様の命と暮らしを守り、我
が国の経済成長や地域の生活・なりわいを支えるとい
う重要な任務に全力を尽くしてまいります。国民の皆
様の一層の御理解、御協力をお願いするとともに、本
年が皆様方にとりまして希望に満ちた、発展の年にな
りますことを心から祈念いたします。


